
 

（様式2） 

教育委員会（議案･報告）第 10号 

（所 管）教職員人事部 教職員企画課 

 

件  名 
 堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び堺市立学校職員の

期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について 

提 案 理 由 

 堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（平成 28年条例第 49号。以下

「条例」という。）の一部改正に伴い、昇格時及び降格時の号給並びに勤勉手

当について、所要の改正を行うもの 

 また、堺市職員の給与に関する条例（昭和 29年条例第 6号）の一部改正によ

り、公示送達の実施方法を変更することに伴い、所要の改正を行うもの 

なお、本件は教育委員会の議決事項であるが、教育委員会の会議を開く暇が 

なかったため、教育長に対する事務委任等に関する規則第 4条第 1項の規定に

より、令和 7年 12月 23日に教育長において臨時に代理したので、報告するも

のである。 

議案（報告）の 

概要又は要旨 

1 改正の趣旨及び内容 

(1) 高等学校等教育職給料表及び小中学校等教育職給料表の改定に伴い、昇

格時号給対応表及び降格時号給対応表を見直すもの 

(2) 条例の一部改正による勤勉手当の支給割合の引上げに伴い、勤勉手当の

成績率を引き上げるもの 

(3) 堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成3年規則第35号）の

例により、公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く

措置についての方法を定めるもの 

 

2 施行期日 

ア 1改正の趣旨及び内容(2)のうち、令和 8年 6月以後に支給する勤勉手当

に係る改正規定 令和 8年 4月 1日 

イ 1改正の趣旨及び内容(3)に係る改正規定 堺市学校職員の給与及び旅費

に関する条例の一部を改正する条例（令和 7年条例第 35号）附則第１項第

３号に掲げる改正規定の施行の日 

ウ ア及びイ以外の改正規定 公布の日 



 

備 考 

＜勤勉手当の年間支給割合（標準）＞ 

・定年前再任用短時間勤務職員以外の職員及び特定任期付職員以外の職員：2.1

25月分（0.025月分引上げ） 

・定年前再任用短時間勤務職員 ：1.025月分（0.025月分引上げ） 

・特定任期付職員：1.775月分(0.025月分引き上げ) 

議決後必要と 

なる取組 

この案件の教育委員会議決後は、 

□ 上記案により、公布する。 

□ 令和  年 第  回市議会（定例会・臨時会）に提出する議案につい

ては、異議がないものとして回答する。 

■ その他（ 教育長の臨時代理により、公布済み ） 



 

報告第 10号                              

 

 

 

 

 

堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び 

堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について 

 

 

 

 

次のとおり、堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び堺市立学校職員の期末

手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について、教育長に対する事務委任等に関する規則第 4

条第 1項の規定に基づき、令和 7年 12月 23日に教育長において臨時に代理したので報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 7 年 1 2 月 2 6 日  

堺 市 教 育 委 員 会 

教 育 長  関  百 合 子 
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堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び堺市立学校職員の

期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 （堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正） 

第１条 堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（平成２９年教育委員会規

則第３１号）の一部を次のように改正する。 

  別表第３及び別表第４を次のように改める。 

     （次のよう 別記） 

 （堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正） 

第２条 堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成２９年教育委員会規

則第３３号）の一部を次のように改正する。 

  第８条の次に次の１条を加える。 

第８条の２ 条例第２２条第７項及び第２３条第５項において読み替えて準用する職員

給与条例第２３条の３第３項の教育委員会規則で定める方法については、堺市職員の

期末手当及び勤勉手当に関する規則第９条の２の規定の例による。 

  第１８条第１項第１号中「１００分の１０５超１００分の１１０」を「１００分の１

０７．５超１００分の１１２．５」に、「１００分の１２５超１００分の１３５」を

「１００分の１２７．５超１００分の１３７．５」に改め、同項第２号及び第３号中

「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に、「１００分の１２５」を「１０

０分の１２７．５」に改める。 

  第１９条第１項第１号中「１００分の５０超１００分の５２．５」を「１００分の５

２．５超１００分の５５」に、「１００分の６０超１００分の６５」を「１００分の６

２．５超１００分の６７．５」に改め、同項第２号及び第３号中「１００分の５０」を

「１００分の５２．５」に、「１００分の６０」を「１００分の６２．５」に改め、同

条第２項第１号中「１００分の８７．５超１００分の９２．５」を「１００分の９０超

１００分の９５」に改め、同項第２号及び第３号中「１００分の８７．５」を「１００

分の９０」に改める。 

第３条 堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を次のように改正す

る。 

  第１８条第１項第１号中「１００分の１０７．５超１００分の１１２．５」を「１０

０分の１０６．２５超１００分の１１１．２５」に、「１００分の１２７．５超１００

分の１３７．５」を「１００分の１２６．２５超１００分の１３６．２５」に改め、同

項第２号及び第３号中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に、

「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改める。 

  第１９条第１項第１号中「１００分の５２．５超１００分の５５」を「１００分の５

１．２５超１００分の５３．７５」に、「１００分の６２．５超１００分の６７．５」
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を「１００分の６１．２５超１００分の６６．２５」に改め、同項第２号及び第３号中

「１００分の５２．５」を「１００分の５１．２５」に、「１００分の６２．５」を

「１００分の６１．２５」に改め、同条第２項第１号中「１００分の９０超１００分の

９５」を「１００分の８８．７５超１００分の９３．７５」に改め、同項第２号及び第

３号中「１００分の９０」を「１００分の８８．７５」に改める。 

 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(1) 第３条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

(2) 第２条中堺市学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第８条の次に１条を加

える改正規定 堺市学校職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例（令

和７年条例第３５号）附則第１項第３号に掲げる改正規定の施行の日 

２ 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 

(1) 第１条の規定による改正後の堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

別表第３及び別表第４の規定 令和７年４月１日 

(2) 第２条の規定による改正後の堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

第１８条及び第１９条の規定 令和７年１２月１日 
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別表第３（第１１条関係） 

昇格時号給対応表 

ア 高等学校等教育職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受

けていた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ １ 

１１ １ １ １ １ 

１２ １ １ １ １ 

１３ １ １ １ １ 

１４ １ １ １ １ 

１５ １ １ １ １ 

１６ １ １ １ １ 

１７ １ １ １ １ 

１８ ２ １ １ １ 

１９ ３ １ １ １ 

２０ ４ １ １ １ 

２１ ５ １ １ １ 

２２ ６ １ １ １ 

２３ ７ １ １ １ 

２４ ８ １ １ １ 

２５ ９ １ １ １ 
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２６ １０ １ １ １ 

２７ １１ １ １ １ 

２８ １２ １ １ １ 

２９ １３ １ １ １ 

３０ １４ １ １ １ 

３１ １５ １ １ １ 

３２ １６ １ １ １ 

３３ １７ １ １ １ 

３４ １８ ２ １ １ 

３５ １９ ３ １ １ 

３６ ２０ ４ １ １ 

３７ ２１ ５ １ １ 

３８ ２２ ６ １ １ 

３９ ２３ ７ １ １ 

４０ ２４ ８ １ １ 

４１ ２５ ９ １ １ 

４２ ２６ １０ １ １ 

４３ ２７ １１ １ １ 

４４ ２８ １２ １ １ 

４５ ２９ １３ １ １ 

４６ ２９ １４ １ ２ 

４７ ３０ １５ １ ３ 

４８ ３０ １６ １ ４ 

４９ ３１ １７ １ ５ 

５０ ３１ １８ １ ６ 

５１ ３２ １９ １ ７ 

５２ ３２ ２０ １ ８ 

５３ ３３ ２１ １ ９ 

５４ ３３ ２２ ２ １０ 

５５ ３３ ２３ ３ １１ 
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５６ ３４ ２４ ４ １２ 

５７ ３４ ２５ ５ １３ 

５８ ３４ ２６ ６ １３ 

５９ ３５ ２７ ７ １４ 

６０ ３５ ２８ ８ １４ 

６１ ３５ ２９ ９ １５ 

６２ ３６ ３０ １０  

６３ ３６ ３１ １１  

６４ ３６ ３２ １２  

６５ ３７ ３３ １３  

６６ ３７ ３４ １４  

６７ ３７ ３５ １５  

６８ ３８ ３６ １６  

６９ ３８ ３７ １７  

７０ ３８ ３８ １８  

７１ ３９ ３９ １９  

７２ ３９ ４０ ２０  

７３ ３９ ４１ ２１  

７４ ４０ ４２ ２２  

７５ ４０ ４３ ２３  

７６ ４０ ４４ ２４  

７７ ４１ ４５ ２５  

７８ ４１ ４６ ２６  

７９ ４１ ４７ ２７  

８０ ４２ ４８ ２８  

８１ ４２ ４９ ２９  

８２ ４２ ５０ ２９  

８３ ４３ ５１ ３０  

８４ ４３ ５２ ３０  

８５ ４３ ５３ ３１  
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８６ ４４ ５４ ３１  

８７ ４４ ５５ ３２  

８８ ４４ ５６ ３２  

８９ ４５ ５７ ３３  

９０ ４５ ５８ ３４  

９１ ４５ ５９ ３５  

９２ ４６ ６０ ３６  

９３ ４６ ６１ ３７  

９４ ４６ ６２ ３７  

９５ ４７ ６３ ３７  

９６ ４７ ６４ ３７  

９７ ４７ ６５ ３７  

９８ ４８ ６６ ３８  

９９ ４８ ６７ ３８  

１００ ４８ ６８ ３８  

１０１ ４９ ６９ ３８  

１０２ ４９ ７０ ３８  

１０３ ４９ ７１ ３９  

１０４ ５０ ７２ ３９  

１０５ ５０ ７３ ３９  

１０６ ５０ ７３ ３９  

１０７ ５１ ７４ ３９  

１０８ ５１ ７４ ４０  

１０９ ５１ ７５ ４０  

１１０ ５２ ７５   

１１１ ５２ ７６   

１１２ ５２ ７６   

１１３ ５３ ７７   

１１４ ５３ ７７   

１１５ ５３ ７８   
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１１６ ５３ ７８   

１１７ ５３ ７９   

１１８ ５３ ７９   

１１９ ５４ ８０   

１２０ ５４ ８０   

１２１ ５４ ８１   

１２２ ５４ ８１   

１２３ ５４ ８１   

１２４ ５４ ８１   

１２５ ５５ ８１   

１２６ ５５ ８１   

１２７ ５５ ８１   

１２８ ５５ ８２   

１２９ ５５ ８２   

１３０ ５５ ８２   

１３１ ５６ ８２   

１３２ ５６ ８２   

１３３ ５６ ８２   

１３４ ５６ ８２   

１３５ ５６ ８３   

１３６ ５６ ８３   

１３７ ５７ ８３   

１３８ ５７ ８３   

１３９ ５７ ８３   

１４０ ５７ ８３   

１４１ ５７ ８３   

１４２ ５７ ８４   

１４３ ５７ ８４   

１４４ ５７ ８４   

１４５ ５７ ８４   
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１４６ ５８ ８４   

１４７ ５８ ８４   

１４８ ５８ ８４   

１４９ ５８ ８５   

１５０ ５８    

１５１ ５８    

１５２ ５８    

１５３ ５８    

１５４ ５８    

１５５ ５９    

１５６ ５９    

１５７ ５９    

１５８ ５９    

１５９ ５９    

１６０ ５９    

１６１ ５９    

１６２ ５９    

１６３ ５９    

１６４ ６０    

１６５ ６０    

１６６ ６０    

１６７ ６０    

１６８ ６０    

１６９ ６０    

備考 この表の昇格後の号給欄の区分については、それぞれその者が昇格した職務の級

を示す。 

イ 小中学校等教育職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受

けていた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 

１ １ １ １ １ 
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２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

１０ ２ １ １ １ 

１１ ３ １ １ １ 

１２ ４ １ １ １ 

１３ ５ １ １ １ 

１４ ６ １ １ １ 

１５ ７ １ １ １ 

１６ ８ １ １ １ 

１７ ９ １ １ １ 

１８ １０ １ １ １ 

１９ １１ １ １ １ 

２０ １２ １ １ １ 

２１ １３ １ １ １ 

２２ １４ １ １ １ 

２３ １５ １ １ １ 

２４ １６ １ １ １ 

２５ １７ １ １ １ 

２６ １８ １ １ １ 

２７ １９ １ １ １ 

２８ ２０ １ １ １ 

２９ ２１ １ １ １ 

３０ ２２ １ １ １ 

３１ ２３ １ １ １ 
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３２ ２４ １ １ １ 

３３ ２５ １ １ １ 

３４ ２６ １ １ ２ 

３５ ２７ １ １ ３ 

３６ ２８ １ １ ４ 

３７ ２９ １ １ ５ 

３８ ３０ １ １ ６ 

３９ ３１ １ １ ７ 

４０ ３２ １ １ ８ 

４１ ３３ １ １ ９ 

４２ ３４ ２ １ ９ 

４３ ３５ ３ １ １０ 

４４ ３６ ４ １ １０ 

４５ ３７ ５ １ １１ 

４６ ３７ ６ １ １１ 

４７ ３８ ７ １ １２ 

４８ ３８ ８ １ １２ 

４９ ３９ ９ １ １３ 

５０ ３９ １０ ２ １３ 

５１ ４０ １１ ３ １４ 

５２ ４０ １２ ４ １４ 

５３ ４１ １３ ５ １５ 

５４ ４１ １４ ６ １５ 

５５ ４１ １５ ７ １６ 

５６ ４１ １６ ８ １６ 

５７ ４２ １７ ９ １７ 

５８ ４２ １８ １０ １７ 

５９ ４２ １９ １１ １７ 

６０ ４２ ２０ １２ １８ 

６１ ４３ ２１ １３ １８ 
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６２ ４３ ２２ １４ １８ 

６３ ４３ ２３ １５ １９ 

６４ ４３ ２４ １６ １９ 

６５ ４４ ２５ １７ １９ 

６６ ４４ ２６ １８ ２０ 

６７ ４４ ２７ １９ ２０ 

６８ ４４ ２８ ２０ ２０ 

６９ ４５ ２９ ２１ ２１ 

７０ ４５ ３０ ２２ ２１ 

７１ ４６ ３１ ２３ ２２ 

７２ ４６ ３２ ２４ ２２ 

７３ ４７ ３３ ２５ ２３ 

７４ ４７ ３４ ２６  

７５ ４８ ３５ ２７  

７６ ４８ ３６ ２８  

７７ ４９ ３７ ２９  

７８ ４９ ３８ ３０  

７９ ４９ ３９ ３１  

８０ ４９ ４０ ３２  

８１ ４９ ４１ ３３  

８２ ４９ ４２ ３３  

８３ ５０ ４３ ３３  

８４ ５０ ４４ ３４  

８５ ５０ ４５ ３４  

８６ ５０ ４６ ３４  

８７ ５０ ４７ ３５  

８８ ５０ ４８ ３５  

８９ ５１ ４９ ３５  

９０ ５１ ５０ ３６  

９１ ５１ ５１ ３６  
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９２ ５１ ５２ ３６  

９３ ５１ ５３ ３７  

９４ ５１ ５４ ３７  

９５ ５２ ５５ ３７  

９６ ５２ ５６ ３７  

９７ ５２ ５７ ３７  

９８ ５２ ５８ ３８  

９９ ５２ ５９ ３８  

１００ ５２ ６０ ３８  

１０１ ５３ ６１ ３８  

１０２ ５３ ６２ ３８  

１０３ ５３ ６３ ３９  

１０４ ５３ ６４ ３９  

１０５ ５３ ６５ ３９  

１０６ ５３ ６６ ３９  

１０７ ５３ ６７ ３９  

１０８ ５３ ６８ ４０  

１０９ ５３ ６９ ４０  

１１０ ５３ ７０ ４０  

１１１ ５４ ７１ ４０  

１１２ ５４ ７２ ４０  

１１３ ５４ ７３ ４１  

１１４ ５４ ７３   

１１５ ５４ ７４   

１１６ ５４ ７４   

１１７ ５４ ７５   

１１８ ５４ ７５   

１１９ ５４ ７６   

１２０ ５４ ７６   

１２１ ５５ ７７   
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１２２ ５５ ７８   

１２３ ５５ ７９   

１２４ ５５ ８０   

１２５ ５５ ８１   

１２６ ５５ ８１   

１２７ ５５ ８２   

１２８ ５５ ８２   

１２９ ５５ ８３   

１３０ ５５ ８３   

１３１ ５６ ８４   

１３２ ５６ ８４   

１３３ ５６ ８５   

１３４ ５６ ８５   

１３５ ５６ ８６   

１３６ ５６ ８６   

１３７ ５６ ８７   

１３８ ５６ ８７   

１３９ ５６ ８８   

１４０ ５６ ８８   

１４１ ５７ ８９   

１４２ ５７ ８９   

１４３ ５７ ９０   

１４４ ５７ ９０   

１４５ ５７ ９１   

１４６ ５８ ９１   

１４７ ５８ ９２   

１４８ ５８ ９２   

１４９ ５８ ９３   

１５０ ５８ ９３   

１５１ ５９ ９４   
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１５２ ５９ ９４   

１５３ ５９ ９５   

１５４ ５９ ９５   

１５５ ５９ ９６   

１５６ ６０ ９６   

１５７ ６０ ９７   

１５８  ９７   

１５９  ９８   

１６０  ９８   

１６１  ９９   

備考 この表の昇格後の号給欄の区分については、それぞれその者が昇格した職務の級

を示す。 
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別表第４（第１２条関係） 

降格時号給対応表 

ア 高等学校等教育職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日に受

けていた号給 

降格後の号給 

１級 ２級 ３級 ４級 

１ １７ ３３ ５３ ４５ 

２ １８ ３４ ５４ ４６ 

３ １９ ３５ ５５ ４７ 

４ ２０ ３６ ５６ ４８ 

５ ２１ ３７ ５７ ４９ 

６ ２２ ３８ ５８ ５０ 

７ ２３ ３９ ５９ ５１ 

８ ２４ ４０ ６０ ５２ 

９ ２５ ４１ ６１ ５３ 

１０ ２６ ４２ ６２ ５４ 

１１ ２７ ４３ ６３ ５５ 

１２ ２８ ４４ ６４ ５６ 

１３ ２９ ４５ ６５ ５８ 

１４ ３０ ４６ ６６ ６０ 

１５ ３１ ４７ ６７ ６１ 

１６ ３２ ４８ ６８ ６１ 

１７ ３３ ４９ ６９ ６１ 

１８ ３４ ５０ ７０ ６１ 

１９ ３５ ５１ ７１ ６１ 

２０ ３６ ５２ ７２ ６１ 

２１ ３７ ５３ ７３ ６１ 

２２ ３８ ５４ ７４ ６１ 

２３ ３９ ５５ ７５ ６１ 

２４ ４０ ５６ ７６ ６１ 

２５ ４１ ５７ ７７ ６１ 
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２６ ４２ ５８ ７８ ６１ 

２７ ４３ ５９ ７９ ６１ 

２８ ４４ ６０ ８０ ６１ 

２９ ４６ ６１ ８２ ６１ 

３０ ４８ ６２ ８４  

３１ ５０ ６３ ８６  

３２ ５２ ６４ ８８  

３３ ５５ ６５ ８９  

３４ ５８ ６６ ９０  

３５ ６１ ６７ ９１  

３６ ６４ ６８ ９２  

３７ ６７ ６９ ９７  

３８ ７０ ７０ １０２  

３９ ７３ ７１ １０７  

４０ ７６ ７２ １０９  

４１ ７９ ７３ １０９  

４２ ８２ ７４ １０９  

４３ ８５ ７５ １０９  

４４ ８８ ７６ １０９  

４５ ９１ ７７ １０９  

４６ ９４ ７８ １０９  

４７ ９７ ７９ １０９  

４８ １００ ８０ １０９  

４９ １０３ ８１ １０９  

５０ １０６ ８２ １０９  

５１ １０９ ８３ １０９  

５２ １１２ ８４ １０９  

５３ １１８ ８５ １０９  

５４ １２４ ８６ １０９  

５５ １３０ ８７ １０９  
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５６ １３６ ８８ １０９  

５７ １４５ ８９ １０９  

５８ １５４ ９０ １０９  

５９ １６３ ９１ １０９  

６０ １６９ ９２ １０９  

６１ １６９ ９３ １０９  

６２ １６９ ９４   

６３ １６９ ９５   

６４ １６９ ９６   

６５ １６９ ９７   

６６ １６９ ９８   

６７ １６９ ９９   

６８ １６９ １００   

６９ １６９ １０１   

７０ １６９ １０２   

７１ １６９ １０３   

７２ １６９ １０４   

７３ １６９ １０６   

７４ １６９ １０８   

７５ １６９ １１０   

７６ １６９ １１２   

７７ １６９ １１４   

７８ １６９ １１６   

７９ １６９ １１８   

８０ １６９ １２０   

８１ １６９ １２７   

８２ １６９ １３４   

８３ １６９ １４１   

８４ １６９ １４８   

８５ １６９ １４９   
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８６ １６９ １４９   

８７ １６９ １４９   

８８ １６９ １４９   

８９ １６９ １４９   

９０ １６９ １４９   

９１ １６９ １４９   

９２ １６９ １４９   

９３ １６９ １４９   

９４ １６９ １４９   

９５ １６９ １４９   

９６ １６９ １４９   

９７ １６９ １４９   

９８ １６９ １４９   

９９ １６９ １４９   

１００ １６９ １４９   

１０１ １６９ １４９   

１０２ １６９ １４９   

１０３ １６９ １４９   

１０４ １６９ １４９   

１０５ １６９ １４９   

１０６ １６９ １４９   

１０７ １６９ １４９   

１０８ １６９ １４９   

１０９ １６９ １４９   

１１０ １６９    

１１１ １６９    

１１２ １６９    

１１３ １６９    

１１４ １６９    

１１５ １６９    
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１１６ １６９    

１１７ １６９    

１１８ １６９    

１１９ １６９    

１２０ １６９    

１２１ １６９    

１２２ １６９    

１２３ １６９    

１２４ １６９    

１２５ １６９    

１２６ １６９    

１２７ １６９    

１２８ １６９    

１２９ １６９    

１３０ １６９    

１３１ １６９    

１３２ １６９    

１３３ １６９    

１３４ １６９    

１３５ １６９    

１３６ １６９    

１３７ １６９    

１３８ １６９    

１３９ １６９    

１４０ １６９    

１４１ １６９    

１４２ １６９    

１４３ １６９    

１４４ １６９    

１４５ １６９    
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１４６ １６９    

１４７ １６９    

１４８ １６９    

１４９ １６９    

備考 この表の降格後の号給欄の区分については、それぞれその者が降格した職務の級

を示す。 

イ 小中学校等教育職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日に受

けていた号給 

降格後の号給 

１級 ２級 ３級 ４級 

１ ９ ４１ ４９ ３３ 

２ １０ ４２ ５０ ３４ 

３ １１ ４３ ５１ ３５ 

４ １２ ４４ ５２ ３６ 

５ １３ ４５ ５３ ３７ 

６ １４ ４６ ５４ ３８ 

７ １５ ４７ ５５ ３９ 

８ １６ ４８ ５６ ４０ 

９ １７ ４９ ５７ ４２ 

１０ １８ ５０ ５８ ４４ 

１１ １９ ５１ ５９ ４６ 

１２ ２０ ５２ ６０ ４８ 

１３ ２１ ５３ ６１ ５０ 

１４ ２２ ５４ ６２ ５２ 

１５ ２３ ５５ ６３ ５４ 

１６ ２４ ５６ ６４ ５６ 

１７ ２５ ５７ ６５ ５９ 

１８ ２６ ５８ ６６ ６２ 

１９ ２７ ５９ ６７ ６５ 

２０ ２８ ６０ ６８ ６８ 

２１ ２９ ６１ ６９ ７０ 
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２２ ３０ ６２ ７０ ７２ 

２３ ３１ ６３ ７１ ７３ 

２４ ３２ ６４ ７２ ７３ 

２５ ３３ ６５ ７３ ７３ 

２６ ３４ ６６ ７４ ７３ 

２７ ３５ ６７ ７５ ７３ 

２８ ３６ ６８ ７６ ７３ 

２９ ３７ ６９ ７７ ７３ 

３０ ３８ ７０ ７８ ７３ 

３１ ３９ ７１ ７９ ７３ 

３２ ４０ ７２ ８０ ７３ 

３３ ４１ ７３ ８３ ７３ 

３４ ４２ ７４ ８６ ７３ 

３５ ４３ ７５ ８９ ７３ 

３６ ４４ ７６ ９２ ７３ 

３７ ４６ ７７ ９７ ７３ 

３８ ４８ ７８ １０２ ７３ 

３９ ５０ ７９ １０７ ７３ 

４０ ５２ ８０ １１２ ７３ 

４１ ５６ ８１ １１３ ７３ 

４２ ６０ ８２ １１３  

４３ ６４ ８３ １１３  

４４ ６８ ８４ １１３  

４５ ７０ ８５ １１３  

４６ ７２ ８６ １１３  

４７ ７４ ８７ １１３  

４８ ７６ ８８ １１３  

４９ ８２ ８９ １１３  

５０ ８８ ９０ １１３  

５１ ９４ ９１ １１３  
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５２ １００ ９２ １１３  

５３ １１０ ９３ １１３  

５４ １２０ ９４ １１３  

５５ １３０ ９５ １１３  

５６ １４０ ９６ １１３  

５７ １４５ ９７ １１３  

５８ １５０ ９８ １１３  

５９ １５５ ９９ １１３  

６０ １５７ １００ １１３  

６１ １５７ １０１ １１３  

６２ １５７ １０２ １１３  

６３ １５７ １０３ １１３  

６４ １５７ １０４ １１３  

６５ １５７ １０５ １１３  

６６ １５７ １０６ １１３  

６７ １５７ １０７ １１３  

６８ １５７ １０８ １１３  

６９ １５７ １０９ １１３  

７０ １５７ １１０ １１３  

７１ １５７ １１１ １１３  

７２ １５７ １１２ １１３  

７３ １５７ １１４ １１３  

７４ １５７ １１６   

７５ １５７ １１８   

７６ １５７ １２０   

７７ １５７ １２１   

７８ １５７ １２２   

７９ １５７ １２３   

８０ １５７ １２４   

８１ １５７ １２６   
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８２ １５７ １２８   

８３ １５７ １３０   

８４ １５７ １３２   

８５ １５７ １３４   

８６ １５７ １３６   

８７ １５７ １３８   

８８ １５７ １４０   

８９ １５７ １４２   

９０ １５７ １４４   

９１ １５７ １４６   

９２ １５７ １４８   

９３ １５７ １５０   

９４ １５７ １５２   

９５ １５７ １５４   

９６ １５７ １５６   

９７ １５７ １５８   

９８ １５７ １６０   

９９ １５７ １６１   

１００ １５７ １６１   

１０１ １５７ １６１   

１０２ １５７ １６１   

１０３ １５７ １６１   

１０４ １５７ １６１   

１０５ １５７ １６１   

１０６ １５７ １６１   

１０７ １５７ １６１   

１０８ １５７ １６１   

１０９ １５７ １６１   

１１０ １５７ １６１   

１１１ １５７ １６１   
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１１２ １５７ １６１   

１１３ １５７ １６１   

１１４ １５７    

１１５ １５７    

１１６ １５７    

１１７ １５７    

１１８ １５７    

１１９ １５７    

１２０ １５７    

１２１ １５７    

１２２ １５７    

１２３ １５７    

１２４ １５７    

１２５ １５７    

１２６ １５７    

１２７ １５７    

１２８ １５７    

１２９ １５７    

１３０ １５７    

１３１ １５７    

１３２ １５７    

１３３ １５７    

１３４ １５７    

１３５ １５７    

１３６ １５７    

１３７ １５７    

１３８ １５７    

１３９ １５７    

１４０ １５７    

１４１ １５７    
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１４２ １５７    

１４３ １５７    

１４４ １５７    

１４５ １５７    

１４６ １５７    

１４７ １５７    

１４８ １５７    

１４９ １５７    

１５０ １５７    

１５１ １５７    

１５２ １５７    

１５３ １５７    

１５４ １５７    

１５５ １５７    

１５６ １５７    

１５７ １５７    

１５８ １５７    

１５９ １５７    

１６０ １５７    

１６１ １５７    

備考 この表の降格後の号給欄の区分については、それぞれその者が降格した職務の級

を示す。 
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堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（平成２９年教育委員会規則第３１号）新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正後（案） 

別表第３（第１１条関係） 

昇格時号給対応表 

ア 高等学校等教育職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日

に受けていた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ １ 

１１ １ １ １ １ 

１２ １ １ １ １ 

１３ １ １ １ １ 

１４ １ １ １ １ 

別表第３（第１１条関係） 

昇格時号給対応表 

ア 高等学校等教育職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日

に受けていた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ １ 

１１ １ １ １ １ 

１２ １ １ １ １ 

１３ １ １ １ １ 

１４ １ １ １ １ 
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１５ １ １ １ １ 

１６ １ １ １ １ 

１７ １ １ １ １ 

１８ ２ １ １ １ 

１９ ３ １ １ １ 

２０ ４ １ １ １ 

２１ ５ １ １ １ 

２２ ６ １ １ １ 

２３ ７ １ １ １ 

２４ ８ １ １ １ 

２５ ９ １ １ １ 

２６ １０ １ １ １ 

２７ １１ １ １ １ 

２８ １２ １ １ １ 

２９ １３ １ １ １ 

３０ １４ １ １ １ 

３１ １５ １ １ １ 

３２ １６ １ １ １ 

３３ １７ １ １ １ 

３４ １８ ２ １ １ 

３５ １９ ３ １ １ 

３６ ２０ ４ １ １ 

１５ １ １ １ １ 

１６ １ １ １ １ 

１７ １ １ １ １ 

１８ ２ １ １ １ 

１９ ３ １ １ １ 

２０ ４ １ １ １ 

２１ ５ １ １ １ 

２２ ６ １ １ １ 

２３ ７ １ １ １ 

２４ ８ １ １ １ 

２５ ９ １ １ １ 

２６ １０ １ １ １ 

２７ １１ １ １ １ 

２８ １２ １ １ １ 

２９ １３ １ １ １ 

３０ １４ １ １ １ 

３１ １５ １ １ １ 

３２ １６ １ １ １ 

３３ １７ １ １ １ 

３４ １８ ２ １ １ 

３５ １９ ３ １ １ 

３６ ２０ ４ １ １ 
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３７ ２１ ５ １ １ 

３８ ２２ ６ １ １ 

３９ ２３ ７ １ １ 

４０ ２４ ８ １ １ 

４１ ２５ ９ １ １ 

４２ ２６ １０ １ １ 

４３ ２７ １１ １ １ 

４４ ２８ １２ １ １ 

４５ ２９ １３ １ １ 

４６ ３０ １４ １ ２ 

４７ ３１ １５ １ ３ 

４８ ３２ １６ １ ４ 

４９ ３３ １７ １ ５ 

５０ ３３ １８ １ ６ 

５１ ３３ １９ １ ７ 

５２ ３４ ２０ １ ８ 

５３ ３４ ２１ １ ９ 

５４ ３４ ２２ ２ １０ 

５５ ３５ ２３ ３ １１ 

５６ ３５ ２４ ４ １２ 

５７ ３５ ２５ ５ １３ 

５８ ３６ ２６ ６ １３ 

３７ ２１ ５ １ １ 

３８ ２２ ６ １ １ 

３９ ２３ ７ １ １ 

４０ ２４ ８ １ １ 

４１ ２５ ９ １ １ 

４２ ２６ １０ １ １ 

４３ ２７ １１ １ １ 

４４ ２８ １２ １ １ 

４５ ２９ １３ １ １ 

４６ ２９ １４ １ ２ 

４７ ３０ １５ １ ３ 

４８ ３０ １６ １ ４ 

４９ ３１ １７ １ ５ 

５０ ３１ １８ １ ６ 

５１ ３２ １９ １ ７ 

５２ ３２ ２０ １ ８ 

５３ ３３ ２１ １ ９ 

５４ ３３ ２２ ２ １０ 

５５ ３３ ２３ ３ １１ 

５６ ３４ ２４ ４ １２ 

５７ ３４ ２５ ５ １３ 

５８ ３４ ２６ ６ １３ 
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５９ ３６ ２７ ７ １４ 

６０ ３６ ２８ ８ １４ 

６１ ３７ ２９ ９ １５ 

６２ ３７ ３０ １０  

６３ ３８ ３１ １１  

６４ ３８ ３２ １２  

６５ ３９ ３３ １３  

６６ ３９ ３４ １４  

６７ ４０ ３５ １５  

６８ ４０ ３６ １６  

６９ ４１ ３７ １７  

７０ ４１ ３８ １８  

７１ ４２ ３９ １９  

７２ ４２ ４０ ２０  

７３ ４３ ４１ ２１  

７４ ４３ ４２ ２２  

７５ ４４ ４３ ２３  

７６ ４４ ４４ ２４  

７７ ４５ ４５ ２５  

７８ ４５ ４６ ２６  

７９ ４６ ４７ ２７  

８０ ４６ ４８ ２８  

５９ ３５ ２７ ７ １４ 

６０ ３５ ２８ ８ １４ 

６１ ３５ ２９ ９ １５ 

６２ ３６ ３０ １０  

６３ ３６ ３１ １１  

６４ ３６ ３２ １２  

６５ ３７ ３３ １３  

６６ ３７ ３４ １４  

６７ ３７ ３５ １５  

６８ ３８ ３６ １６  

６９ ３８ ３７ １７  

７０ ３８ ３８ １８  

７１ ３９ ３９ １９  

７２ ３９ ４０ ２０  

７３ ３９ ４１ ２１  

７４ ４０ ４２ ２２  

７５ ４０ ４３ ２３  

７６ ４０ ４４ ２４  

７７ ４１ ４５ ２５  

７８ ４１ ４６ ２６  

７９ ４１ ４７ ２７  

８０ ４２ ４８ ２８  
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８１ ４７ ４９ ２９  

８２ ４７ ５０ ２９  

８３ ４８ ５１ ３０  

８４ ４８ ５２ ３０  

８５ ４９ ５３ ３１  

８６ ４９ ５４ ３１  

８７ ４９ ５５ ３２  

８８ ５０ ５６ ３２  

８９ ５０ ５７ ３３  

９０ ５０ ５８ ３４  

９１ ５１ ５９ ３５  

９２ ５１ ６０ ３６  

９３ ５１ ６１ ３７  

９４ ５２ ６２ ３７  

９５ ５２ ６３ ３７  

９６ ５２ ６４ ３７  

９７ ５３ ６５ ３７  

９８ ５３ ６６ ３８  

９９ ５３ ６７ ３８  

１００ ５３ ６８ ３８  

１０１ ５４ ６９ ３８  

１０２ ５４ ７０ ３８  

８１ ４２ ４９ ２９  

８２ ４２ ５０ ２９  

８３ ４３ ５１ ３０  

８４ ４３ ５２ ３０  

８５ ４３ ５３ ３１  

８６ ４４ ５４ ３１  

８７ ４４ ５５ ３２  

８８ ４４ ５６ ３２  

８９ ４５ ５７ ３３  

９０ ４５ ５８ ３４  

９１ ４５ ５９ ３５  

９２ ４６ ６０ ３６  

９３ ４６ ６１ ３７  

９４ ４６ ６２ ３７  

９５ ４７ ６３ ３７  

９６ ４７ ６４ ３７  

９７ ４７ ６５ ３７  

９８ ４８ ６６ ３８  

９９ ４８ ６７ ３８  

１００ ４８ ６８ ３８  

１０１ ４９ ６９ ３８  

１０２ ４９ ７０ ３８  
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１０３ ５４ ７１ ３９  

１０４ ５４ ７２ ３９  

１０５ ５５ ７３ ３９  

１０６ ５５ ７３ ３９  

１０７ ５５ ７４ ３９  

１０８ ５５ ７４ ４０  

１０９ ５６ ７５ ４０  

１１０ ５６ ７５   

１１１ ５６ ７６   

１１２ ５６ ７６   

１１３ ５７ ７７   

１１４ ５７ ７７   

１１５ ５７ ７８   

１１６ ５７ ７８   

１１７ ５７ ７９   

１１８ ５７ ７９   

１１９ ５７ ８０   

１２０ ５７ ８０   

１２１ ５８ ８１   

１２２ ５８ ８１   

１２３ ５８ ８１   

１２４ ５８ ８１   

１０３ ４９ ７１ ３９  

１０４ ５０ ７２ ３９  

１０５ ５０ ７３ ３９  

１０６ ５０ ７３ ３９  

１０７ ５１ ７４ ３９  

１０８ ５１ ７４ ４０  

１０９ ５１ ７５ ４０  

１１０ ５２ ７５   

１１１ ５２ ７６   

１１２ ５２ ７６   

１１３ ５３ ７７   

１１４ ５３ ７７   

１１５ ５３ ７８   

１１６ ５３ ７８   

１１７ ５３ ７９   

１１８ ５３ ７９   

１１９ ５４ ８０   

１２０ ５４ ８０   

１２１ ５４ ８１   

１２２ ５４ ８１   

１２３ ５４ ８１   

１２４ ５４ ８１   
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１２５ ５８ ８１   

１２６ ５８ ８１   

１２７ ５８ ８１   

１２８ ５８ ８２   

１２９ ５９ ８２   

１３０ ５９ ８２   

１３１ ５９ ８２   

１３２ ５９ ８２   

１３３ ５９ ８２   

１３４ ５９ ８２   

１３５ ５９ ８３   

１３６ ５９ ８３   

１３７ ６０ ８３   

１３８ ６０ ８３   

１３９ ６０ ８３   

１４０ ６０ ８３   

１４１ ６０ ８３   

１４２ ６０ ８４   

１４３ ６０ ８４   

１４４ ６０ ８４   

１４５ ６１ ８４   

１４６ ６１ ８４   

１２５ ５５ ８１   

１２６ ５５ ８１   

１２７ ５５ ８１   

１２８ ５５ ８２   

１２９ ５５ ８２   

１３０ ５５ ８２   

１３１ ５６ ８２   

１３２ ５６ ８２   

１３３ ５６ ８２   

１３４ ５６ ８２   

１３５ ５６ ８３   

１３６ ５６ ８３   

１３７ ５７ ８３   

１３８ ５７ ８３   

１３９ ５７ ８３   

１４０ ５７ ８３   

１４１ ５７ ８３   

１４２ ５７ ８４   

１４３ ５７ ８４   

１４４ ５７ ８４   

１４５ ５７ ８４   

１４６ ５８ ８４   
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１４７ ６１ ８４   

１４８ ６１ ８４   

１４９ ６１ ８５   

１５０ ６１    

１５１ ６１    

１５２ ６２    

１５３ ６２    

１５４ ６２    

１５５ ６２    

１５６ ６２    

１５７ ６２    

１５８ ６２    

１５９ ６３    

１６０ ６３    

１６１ ６３    

１６２ ６３    

１６３ ６３    

１６４ ６３    

１６５ ６３    

１６６ ６４    

１６７ ６４    

１６８ ６４    

１４７ ５８ ８４   

１４８ ５８ ８４   

１４９ ５８ ８５   

１５０ ５８    

１５１ ５８    

１５２ ５８    

１５３ ５８    

１５４ ５８    

１５５ ５９    

１５６ ５９    

１５７ ５９    

１５８ ５９    

１５９ ５９    

１６０ ５９    

１６１ ５９    

１６２ ５９    

１６３ ５９    

１６４ ６０    

１６５ ６０    

１６６ ６０    

１６７ ６０    

１６８ ６０    
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１６９ ６４    

備考 この表の昇格後の号給欄の区分については、それぞれその者が

昇格した職務の級を示す。 

イ 小中学校等教育職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日

に受けていた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

１０ ２ １ １ １ 

１１ ３ １ １ １ 

１２ ４ １ １ １ 

１３ ５ １ １ １ 

１４ ６ １ １ １ 

１５ ７ １ １ １ 

１６ ８ １ １ １ 

１６９ ６０    

備考 この表の昇格後の号給欄の区分については、それぞれその者が

昇格した職務の級を示す。 

イ 小中学校等教育職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日

に受けていた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

１０ ２ １ １ １ 

１１ ３ １ １ １ 

１２ ４ １ １ １ 

１３ ５ １ １ １ 

１４ ６ １ １ １ 

１５ ７ １ １ １ 

１６ ８ １ １ １ 
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１７ ９ １ １ １ 

１８ １０ １ １ １ 

１９ １１ １ １ １ 

２０ １２ １ １ １ 

２１ １３ １ １ １ 

２２ １４ １ １ １ 

２３ １５ １ １ １ 

２４ １６ １ １ １ 

２５ １７ １ １ １ 

２６ １８ １ １ １ 

２７ １９ １ １ １ 

２８ ２０ １ １ １ 

２９ ２１ １ １ １ 

３０ ２２ １ １ １ 

３１ ２３ １ １ １ 

３２ ２４ １ １ １ 

３３ ２５ １ １ １ 

３４ ２６ １ １ ２ 

３５ ２７ １ １ ３ 

３６ ２８ １ １ ４ 

３７ ２９ １ １ ５ 

３８ ３０ １ １ ６ 

１７ ９ １ １ １ 

１８ １０ １ １ １ 

１９ １１ １ １ １ 

２０ １２ １ １ １ 

２１ １３ １ １ １ 

２２ １４ １ １ １ 

２３ １５ １ １ １ 

２４ １６ １ １ １ 

２５ １７ １ １ １ 

２６ １８ １ １ １ 

２７ １９ １ １ １ 

２８ ２０ １ １ １ 

２９ ２１ １ １ １ 

３０ ２２ １ １ １ 

３１ ２３ １ １ １ 

３２ ２４ １ １ １ 

３３ ２５ １ １ １ 

３４ ２６ １ １ ２ 

３５ ２７ １ １ ３ 

３６ ２８ １ １ ４ 

３７ ２９ １ １ ５ 

３８ ３０ １ １ ６ 
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３９ ３１ １ １ ７ 

４０ ３２ １ １ ８ 

４１ ３３ １ １ ９ 

４２ ３４ ２ １ ９ 

４３ ３５ ３ １ １０ 

４４ ３６ ４ １ １０ 

４５ ３７ ５ １ １１ 

４６ ３８ ６ １ １１ 

４７ ３９ ７ １ １２ 

４８ ４０ ８ １ １２ 

４９ ４１ ９ １ １３ 

５０ ４１ １０ ２ １３ 

５１ ４１ １１ ３ １４ 

５２ ４２ １２ ４ １４ 

５３ ４２ １３ ５ １５ 

５４ ４２ １４ ６ １５ 

５５ ４３ １５ ７ １６ 

５６ ４３ １６ ８ １６ 

５７ ４３ １７ ９ １７ 

５８ ４４ １８ １０ １７ 

５９ ４４ １９ １１ １７ 

６０ ４４ ２０ １２ １８ 

３９ ３１ １ １ ７ 

４０ ３２ １ １ ８ 

４１ ３３ １ １ ９ 

４２ ３４ ２ １ ９ 

４３ ３５ ３ １ １０ 

４４ ３６ ４ １ １０ 

４５ ３７ ５ １ １１ 

４６ ３７ ６ １ １１ 

４７ ３８ ７ １ １２ 

４８ ３８ ８ １ １２ 

４９ ３９ ９ １ １３ 

５０ ３９ １０ ２ １３ 

５１ ４０ １１ ３ １４ 

５２ ４０ １２ ４ １４ 

５３ ４１ １３ ５ １５ 

５４ ４１ １４ ６ １５ 

５５ ４１ １５ ７ １６ 

５６ ４１ １６ ８ １６ 

５７ ４２ １７ ９ １７ 

５８ ４２ １８ １０ １７ 

５９ ４２ １９ １１ １７ 

６０ ４２ ２０ １２ １８ 
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６１ ４５ ２１ １３ １８ 

６２ ４５ ２２ １４ １８ 

６３ ４６ ２３ １５ １９ 

６４ ４６ ２４ １６ １９ 

６５ ４７ ２５ １７ １９ 

６６ ４７ ２６ １８ ２０ 

６７ ４８ ２７ １９ ２０ 

６８ ４８ ２８ ２０ ２０ 

６９ ４９ ２９ ２１ ２１ 

７０ ４９ ３０ ２２ ２１ 

７１ ５０ ３１ ２３ ２２ 

７２ ５０ ３２ ２４ ２２ 

７３ ５１ ３３ ２５ ２３ 

７４ ５１ ３４ ２６  

７５ ５２ ３５ ２７  

７６ ５２ ３６ ２８  

７７ ５３ ３７ ２９  

７８ ５３ ３８ ３０  

７９ ５３ ３９ ３１  

８０ ５４ ４０ ３２  

８１ ５４ ４１ ３３  

８２ ５４ ４２ ３３  

６１ ４３ ２１ １３ １８ 

６２ ４３ ２２ １４ １８ 

６３ ４３ ２３ １５ １９ 

６４ ４３ ２４ １６ １９ 

６５ ４４ ２５ １７ １９ 

６６ ４４ ２６ １８ ２０ 

６７ ４４ ２７ １９ ２０ 

６８ ４４ ２８ ２０ ２０ 

６９ ４５ ２９ ２１ ２１ 

７０ ４５ ３０ ２２ ２１ 

７１ ４６ ３１ ２３ ２２ 

７２ ４６ ３２ ２４ ２２ 

７３ ４７ ３３ ２５ ２３ 

７４ ４７ ３４ ２６  

７５ ４８ ３５ ２７  

７６ ４８ ３６ ２８  

７７ ４９ ３７ ２９  

７８ ４９ ３８ ３０  

７９ ４９ ３９ ３１  

８０ ４９ ４０ ３２  

８１ ４９ ４１ ３３  

８２ ４９ ４２ ３３  
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８３ ５５ ４３ ３３  

８４ ５５ ４４ ３４  

８５ ５５ ４５ ３４  

８６ ５６ ４６ ３４  

８７ ５６ ４７ ３５  

８８ ５６ ４８ ３５  

８９ ５７ ４９ ３５  

９０ ５７ ５０ ３６  

９１ ５７ ５１ ３６  

９２ ５７ ５２ ３６  

９３ ５７ ５３ ３７  

９４ ５７ ５４ ３７  

９５ ５７ ５５ ３７  

９６ ５７ ５６ ３７  

９７ ５７ ５７ ３７  

９８ ５７ ５８ ３８  

９９ ５７ ５９ ３８  

１００ ５８ ６０ ３８  

１０１ ５８ ６１ ３８  

１０２ ５８ ６２ ３８  

１０３ ５８ ６３ ３９  

１０４ ５８ ６４ ３９  

８３ ５０ ４３ ３３  

８４ ５０ ４４ ３４  

８５ ５０ ４５ ３４  

８６ ５０ ４６ ３４  

８７ ５０ ４７ ３５  

８８ ５０ ４８ ３５  

８９ ５１ ４９ ３５  

９０ ５１ ５０ ３６  

９１ ５１ ５１ ３６  

９２ ５１ ５２ ３６  

９３ ５１ ５３ ３７  

９４ ５１ ５４ ３７  

９５ ５２ ５５ ３７  

９６ ５２ ５６ ３７  

９７ ５２ ５７ ３７  

９８ ５２ ５８ ３８  

９９ ５２ ５９ ３８  

１００ ５２ ６０ ３８  

１０１ ５３ ６１ ３８  

１０２ ５３ ６２ ３８  

１０３ ５３ ６３ ３９  

１０４ ５３ ６４ ３９  
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１０５ ５８ ６５ ３９  

１０６ ５８ ６６ ３９  

１０７ ５８ ６７ ３９  

１０８ ５８ ６８ ４０  

１０９ ５８ ６９ ４０  

１１０ ５８ ７０ ４０  

１１１ ５９ ７１ ４０  

１１２ ５９ ７２ ４０  

１１３ ５９ ７３ ４１  

１１４ ５９ ７３   

１１５ ５９ ７４   

１１６ ５９ ７４   

１１７ ５９ ７５   

１１８ ５９ ７５   

１１９ ５９ ７６   

１２０ ５９ ７６   

１２１ ５９ ７７   

１２２ ６０ ７８   

１２３ ６０ ７９   

１２４ ６０ ８０   

１２５ ６０ ８１   

１２６ ６０ ８１   

１０５ ５３ ６５ ３９  

１０６ ５３ ６６ ３９  

１０７ ５３ ６７ ３９  

１０８ ５３ ６８ ４０  

１０９ ５３ ６９ ４０  

１１０ ５３ ７０ ４０  

１１１ ５４ ７１ ４０  

１１２ ５４ ７２ ４０  

１１３ ５４ ７３ ４１  

１１４ ５４ ７３   

１１５ ５４ ７４   

１１６ ５４ ７４   

１１７ ５４ ７５   

１１８ ５４ ７５   

１１９ ５４ ７６   

１２０ ５４ ７６   

１２１ ５５ ７７   

１２２ ５５ ７８   

１２３ ５５ ７９   

１２４ ５５ ８０   

１２５ ５５ ８１   

１２６ ５５ ８１   
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１２７ ６０ ８２   

１２８ ６０ ８２   

１２９ ６０ ８３   

１３０ ６０ ８３   

１３１ ６０ ８４   

１３２ ６０ ８４   

１３３ ６１ ８５   

１３４ ６１ ８５   

１３５ ６１ ８６   

１３６ ６１ ８６   

１３７ ６１ ８７   

１３８ ６１ ８７   

１３９ ６１ ８８   

１４０ ６２ ８８   

１４１ ６２ ８９   

１４２ ６２ ８９   

１４３ ６２ ９０   

１４４ ６２ ９０   

１４５ ６２ ９１   

１４６ ６２ ９１   

１４７ ６３ ９２   

１４８ ６３ ９２   

１２７ ５５ ８２   

１２８ ５５ ８２   

１２９ ５５ ８３   

１３０ ５５ ８３   

１３１ ５６ ８４   

１３２ ５６ ８４   

１３３ ５６ ８５   

１３４ ５６ ８５   

１３５ ５６ ８６   

１３６ ５６ ８６   

１３７ ５６ ８７   

１３８ ５６ ８７   

１３９ ５６ ８８   

１４０ ５６ ８８   

１４１ ５７ ８９   

１４２ ５７ ８９   

１４３ ５７ ９０   

１４４ ５７ ９０   

１４５ ５７ ９１   

１４６ ５８ ９１   

１４７ ５８ ９２   

１４８ ５８ ９２   
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１４９ ６３ ９３   

１５０ ６３ ９３   

１５１ ６３ ９４   

１５２ ６３ ９４   

１５３ ６３ ９５   

１５４ ６４ ９５   

１５５ ６４ ９６   

１５６ ６４ ９６   

１５７ ６４ ９７   

１５８  ９７   

１５９  ９８   

１６０  ９８   

１６１  ９９   

備考 この表の昇格後の号給欄の区分については、それぞれその者が

昇格した職務の級を示す。 

１４９ ５８ ９３   

１５０ ５８ ９３   

１５１ ５９ ９４   

１５２ ５９ ９４   

１５３ ５９ ９５   

１５４ ５９ ９５   

１５５ ５９ ９６   

１５６ ６０ ９６   

１５７ ６０ ９７   

１５８  ９７   

１５９  ９８   

１６０  ９８   

１６１  ９９   

備考 この表の昇格後の号給欄の区分については、それぞれその者が

昇格した職務の級を示す。 

別表第４（第１２条関係） 

降格時号給対応表 

ア 高等学校等教育職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日

に受けていた号給 

降格後の号給 

１級 ２級 ３級 ４級 

１ １７ ３３ ５３ ４５ 

２ １８ ３４ ５４ ４６ 

別表第４（第１２条関係） 

降格時号給対応表 

ア 高等学校等教育職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日

に受けていた号給 

降格後の号給 

１級 ２級 ３級 ４級 

１ １７ ３３ ５３ ４５ 

２ １８ ３４ ５４ ４６ 
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３ １９ ３５ ５５ ４７ 

４ ２０ ３６ ５６ ４８ 

５ ２１ ３７ ５７ ４９ 

６ ２２ ３８ ５８ ５０ 

７ ２３ ３９ ５９ ５１ 

８ ２４ ４０ ６０ ５２ 

９ ２５ ４１ ６１ ５３ 

１０ ２６ ４２ ６２ ５４ 

１１ ２７ ４３ ６３ ５５ 

１２ ２８ ４４ ６４ ５６ 

１３ ２９ ４５ ６５ ５８ 

１４ ３０ ４６ ６６ ６０ 

１５ ３１ ４７ ６７ ６１ 

１６ ３２ ４８ ６８ ６１ 

１７ ３３ ４９ ６９ ６１ 

１８ ３４ ５０ ７０ ６１ 

１９ ３５ ５１ ７１ ６１ 

２０ ３６ ５２ ７２ ６１ 

２１ ３７ ５３ ７３ ６１ 

２２ ３８ ５４ ７４ ６１ 

２３ ３９ ５５ ７５ ６１ 

２４ ４０ ５６ ７６ ６１ 

３ １９ ３５ ５５ ４７ 

４ ２０ ３６ ５６ ４８ 

５ ２１ ３７ ５７ ４９ 

６ ２２ ３８ ５８ ５０ 

７ ２３ ３９ ５９ ５１ 

８ ２４ ４０ ６０ ５２ 

９ ２５ ４１ ６１ ５３ 

１０ ２６ ４２ ６２ ５４ 

１１ ２７ ４３ ６３ ５５ 

１２ ２８ ４４ ６４ ５６ 

１３ ２９ ４５ ６５ ５８ 

１４ ３０ ４６ ６６ ６０ 

１５ ３１ ４７ ６７ ６１ 

１６ ３２ ４８ ６８ ６１ 

１７ ３３ ４９ ６９ ６１ 

１８ ３４ ５０ ７０ ６１ 

１９ ３５ ５１ ７１ ６１ 

２０ ３６ ５２ ７２ ６１ 

２１ ３７ ５３ ７３ ６１ 

２２ ３８ ５４ ７４ ６１ 

２３ ３９ ５５ ７５ ６１ 

２４ ４０ ５６ ７６ ６１ 
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２５ ４１ ５７ ７７ ６１ 

２６ ４２ ５８ ７８ ６１ 

２７ ４３ ５９ ７９ ６１ 

２８ ４４ ６０ ８０ ６１ 

２９ ４５ ６１ ８２ ６１ 

３０ ４６ ６２ ８４  

３１ ４７ ６３ ８６  

３２ ４８ ６４ ８８  

３３ ５１ ６５ ８９  

３４ ５４ ６６ ９０  

３５ ５７ ６７ ９１  

３６ ６０ ６８ ９２  

３７ ６２ ６９ ９７  

３８ ６４ ７０ １０２  

３９ ６６ ７１ １０７  

４０ ６８ ７２ １０９  

４１ ７０ ７３ １０９  

４２ ７２ ７４ １０９  

４３ ７４ ７５ １０９  

４４ ７６ ７６ １０９  

４５ ７８ ７７ １０９  

４６ ８０ ７８ １０９  

２５ ４１ ５７ ７７ ６１ 

２６ ４２ ５８ ７８ ６１ 

２７ ４３ ５９ ７９ ６１ 

２８ ４４ ６０ ８０ ６１ 

２９ ４６ ６１ ８２ ６１ 

３０ ４８ ６２ ８４  

３１ ５０ ６３ ８６  

３２ ５２ ６４ ８８  

３３ ５５ ６５ ８９  

３４ ５８ ６６ ９０  

３５ ６１ ６７ ９１  

３６ ６４ ６８ ９２  

３７ ６７ ６９ ９７  

３８ ７０ ７０ １０２  

３９ ７３ ７１ １０７  

４０ ７６ ７２ １０９  

４１ ７９ ７３ １０９  

４２ ８２ ７４ １０９  

４３ ８５ ７５ １０９  

４４ ８８ ７６ １０９  

４５ ９１ ７７ １０９  

４６ ９４ ７８ １０９  
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４７ ８２ ７９ １０９  

４８ ８４ ８０ １０９  

４９ ８７ ８１ １０９  

５０ ９０ ８２ １０９  

５１ ９３ ８３ １０９  

５２ ９６ ８４ １０９  

５３ １００ ８５ １０９  

５４ １０４ ８６ １０９  

５５ １０８ ８７ １０９  

５６ １１２ ８８ １０９  

５７ １２０ ８９ １０９  

５８ １２８ ９０ １０９  

５９ １３６ ９１ １０９  

６０ １４４ ９２ １０９  

６１ １５１ ９３ １０９  

６２ １５８ ９４   

６３ １６５ ９５   

６４ １６９ ９６   

６５ １６９ ９７   

６６ １６９ ９８   

６７ １６９ ９９   

６８ １６９ １００   

４７ ９７ ７９ １０９  

４８ １００ ８０ １０９  

４９ １０３ ８１ １０９  

５０ １０６ ８２ １０９  

５１ １０９ ８３ １０９  

５２ １１２ ８４ １０９  

５３ １１８ ８５ １０９  

５４ １２４ ８６ １０９  

５５ １３０ ８７ １０９  

５６ １３６ ８８ １０９  

５７ １４５ ８９ １０９  

５８ １５４ ９０ １０９  

５９ １６３ ９１ １０９  

６０ １６９ ９２ １０９  

６１ １６９ ９３ １０９  

６２ １６９ ９４   

６３ １６９ ９５   

６４ １６９ ９６   

６５ １６９ ９７   

６６ １６９ ９８   

６７ １６９ ９９   

６８ １６９ １００   
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６９ １６９ １０１   

７０ １６９ １０２   

７１ １６９ １０３   

７２ １６９ １０４   

７３ １６９ １０６   

７４ １６９ １０８   

７５ １６９ １１０   

７６ １６９ １１２   

７７ １６９ １１４   

７８ １６９ １１６   

７９ １６９ １１８   

８０ １６９ １２０   

８１ １６９ １２７   

８２ １６９ １３４   

８３ １６９ １４１   

８４ １６９ １４８   

８５ １６９ １４９   

８６ １６９ １４９   

８７ １６９ １４９   

８８ １６９ １４９   

８９ １６９ １４９   

９０ １６９ １４９   

６９ １６９ １０１   

７０ １６９ １０２   

７１ １６９ １０３   

７２ １６９ １０４   

７３ １６９ １０６   

７４ １６９ １０８   

７５ １６９ １１０   

７６ １６９ １１２   

７７ １６９ １１４   

７８ １６９ １１６   

７９ １６９ １１８   

８０ １６９ １２０   

８１ １６９ １２７   

８２ １６９ １３４   

８３ １６９ １４１   

８４ １６９ １４８   

８５ １６９ １４９   

８６ １６９ １４９   

８７ １６９ １４９   

８８ １６９ １４９   

８９ １６９ １４９   

９０ １６９ １４９   
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９１ １６９ １４９   

９２ １６９ １４９   

９３ １６９ １４９   

９４ １６９ １４９   

９５ １６９ １４９   

９６ １６９ １４９   

９７ １６９ １４９   

９８ １６９ １４９   

９９ １６９ １４９   

１００ １６９ １４９   

１０１ １６９ １４９   

１０２ １６９ １４９   

１０３ １６９ １４９   

１０４ １６９ １４９   

１０５ １６９ １４９   

１０６ １６９ １４９   

１０７ １６９ １４９   

１０８ １６９ １４９   

１０９ １６９ １４９   

１１０ １６９    

１１１ １６９    

１１２ １６９    

９１ １６９ １４９   

９２ １６９ １４９   

９３ １６９ １４９   

９４ １６９ １４９   

９５ １６９ １４９   

９６ １６９ １４９   

９７ １６９ １４９   

９８ １６９ １４９   

９９ １６９ １４９   

１００ １６９ １４９   

１０１ １６９ １４９   

１０２ １６９ １４９   

１０３ １６９ １４９   

１０４ １６９ １４９   

１０５ １６９ １４９   

１０６ １６９ １４９   

１０７ １６９ １４９   

１０８ １６９ １４９   

１０９ １６９ １４９   

１１０ １６９    

１１１ １６９    

１１２ １６９    
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１１３ １６９    

１１４ １６９    

１１５ １６９    

１１６ １６９    

１１７ １６９    

１１８ １６９    

１１９ １６９    

１２０ １６９    

１２１ １６９    

１２２ １６９    

１２３ １６９    

１２４ １６９    

１２５ １６９    

１２６ １６９    

１２７ １６９    

１２８ １６９    

１２９ １６９    

１３０ １６９    

１３１ １６９    

１３２ １６９    

１３３ １６９    

１３４ １６９    

１１３ １６９    

１１４ １６９    

１１５ １６９    

１１６ １６９    

１１７ １６９    

１１８ １６９    

１１９ １６９    

１２０ １６９    

１２１ １６９    

１２２ １６９    

１２３ １６９    

１２４ １６９    

１２５ １６９    

１２６ １６９    

１２７ １６９    

１２８ １６９    

１２９ １６９    

１３０ １６９    

１３１ １６９    

１３２ １６９    

１３３ １６９    

１３４ １６９    
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１３５ １６９    

１３６ １６９    

１３７ １６９    

１３８ １６９    

１３９ １６９    

１４０ １６９    

１４１ １６９    

１４２ １６９    

１４３ １６９    

１４４ １６９    

１４５ １６９    

１４６ １６９    

１４７ １６９    

１４８ １６９    

１４９ １６９    

備考 この表の降格後の号給欄の区分については、それぞれその者が

降格した職務の級を示す。 

イ 小中学校等教育職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日

に受けていた号給 

降格後の号給 

１級 ２級 ３級 ４級 

１ ９ ４１ ４９ ３３ 

２ １０ ４２ ５０ ３４ 

１３５ １６９    

１３６ １６９    

１３７ １６９    

１３８ １６９    

１３９ １６９    

１４０ １６９    

１４１ １６９    

１４２ １６９    

１４３ １６９    

１４４ １６９    

１４５ １６９    

１４６ １６９    

１４７ １６９    

１４８ １６９    

１４９ １６９    

備考 この表の降格後の号給欄の区分については、それぞれその者が

降格した職務の級を示す。 

イ 小中学校等教育職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日

に受けていた号給 

降格後の号給 

１級 ２級 ３級 ４級 

１ ９ ４１ ４９ ３３ 

２ １０ ４２ ５０ ３４ 

49



 

３ １１ ４３ ５１ ３５ 

４ １２ ４４ ５２ ３６ 

５ １３ ４５ ５３ ３７ 

６ １４ ４６ ５４ ３８ 

７ １５ ４７ ５５ ３９ 

８ １６ ４８ ５６ ４０ 

９ １７ ４９ ５７ ４２ 

１０ １８ ５０ ５８ ４４ 

１１ １９ ５１ ５９ ４６ 

１２ ２０ ５２ ６０ ４８ 

１３ ２１ ５３ ６１ ５０ 

１４ ２２ ５４ ６２ ５２ 

１５ ２３ ５５ ６３ ５４ 

１６ ２４ ５６ ６４ ５６ 

１７ ２５ ５７ ６５ ５９ 

１８ ２６ ５８ ６６ ６２ 

１９ ２７ ５９ ６７ ６５ 

２０ ２８ ６０ ６８ ６８ 

２１ ２９ ６１ ６９ ７０ 

２２ ３０ ６２ ７０ ７２ 

２３ ３１ ６３ ７１ ７３ 

２４ ３２ ６４ ７２ ７３ 

３ １１ ４３ ５１ ３５ 

４ １２ ４４ ５２ ３６ 

５ １３ ４５ ５３ ３７ 

６ １４ ４６ ５４ ３８ 

７ １５ ４７ ５５ ３９ 

８ １６ ４８ ５６ ４０ 

９ １７ ４９ ５７ ４２ 

１０ １８ ５０ ５８ ４４ 

１１ １９ ５１ ５９ ４６ 

１２ ２０ ５２ ６０ ４８ 

１３ ２１ ５３ ６１ ５０ 

１４ ２２ ５４ ６２ ５２ 

１５ ２３ ５５ ６３ ５４ 

１６ ２４ ５６ ６４ ５６ 

１７ ２５ ５７ ６５ ５９ 

１８ ２６ ５８ ６６ ６２ 

１９ ２７ ５９ ６７ ６５ 

２０ ２８ ６０ ６８ ６８ 

２１ ２９ ６１ ６９ ７０ 

２２ ３０ ６２ ７０ ７２ 

２３ ３１ ６３ ７１ ７３ 

２４ ３２ ６４ ７２ ７３ 
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２５ ３３ ６５ ７３ ７３ 

２６ ３４ ６６ ７４ ７３ 

２７ ３５ ６７ ７５ ７３ 

２８ ３６ ６８ ７６ ７３ 

２９ ３７ ６９ ７７ ７３ 

３０ ３８ ７０ ７８ ７３ 

３１ ３９ ７１ ７９ ７３ 

３２ ４０ ７２ ８０ ７３ 

３３ ４１ ７３ ８３ ７３ 

３４ ４２ ７４ ８６ ７３ 

３５ ４３ ７５ ８９ ７３ 

３６ ４４ ７６ ９２ ７３ 

３７ ４５ ７７ ９７ ７３ 

３８ ４６ ７８ １０２ ７３ 

３９ ４７ ７９ １０７ ７３ 

４０ ４８ ８０ １１２ ７３ 

４１ ５１ ８１ １１３ ７３ 

４２ ５４ ８２ １１３  

４３ ５７ ８３ １１３  

４４ ６０ ８４ １１３  

４５ ６２ ８５ １１３  

４６ ６４ ８６ １１３  

２５ ３３ ６５ ７３ ７３ 

２６ ３４ ６６ ７４ ７３ 

２７ ３５ ６７ ７５ ７３ 

２８ ３６ ６８ ７６ ７３ 

２９ ３７ ６９ ７７ ７３ 

３０ ３８ ７０ ７８ ７３ 

３１ ３９ ７１ ７９ ７３ 

３２ ４０ ７２ ８０ ７３ 

３３ ４１ ７３ ８３ ７３ 

３４ ４２ ７４ ８６ ７３ 

３５ ４３ ７５ ８９ ７３ 

３６ ４４ ７６ ９２ ７３ 

３７ ４６ ７７ ９７ ７３ 

３８ ４８ ７８ １０２ ７３ 

３９ ５０ ７９ １０７ ７３ 

４０ ５２ ８０ １１２ ７３ 

４１ ５６ ８１ １１３ ７３ 

４２ ６０ ８２ １１３  

４３ ６４ ８３ １１３  

４４ ６８ ８４ １１３  

４５ ７０ ８５ １１３  

４６ ７２ ８６ １１３  

51



 

４７ ６６ ８７ １１３  

４８ ６８ ８８ １１３  

４９ ７０ ８９ １１３  

５０ ７２ ９０ １１３  

５１ ７４ ９１ １１３  

５２ ７６ ９２ １１３  

５３ ７９ ９３ １１３  

５４ ８２ ９４ １１３  

５５ ８５ ９５ １１３  

５６ ８８ ９６ １１３  

５７ ９９ ９７ １１３  

５８ １１０ ９８ １１３  

５９ １２１ ９９ １１３  

６０ １３２ １００ １１３  

６１ １３９ １０１ １１３  

６２ １４６ １０２ １１３  

６３ １５３ １０３ １１３  

６４ １５７ １０４ １１３  

６５ １５７ １０５ １１３  

６６ １５７ １０６ １１３  

６７ １５７ １０７ １１３  

６８ １５７ １０８ １１３  

４７ ７４ ８７ １１３  

４８ ７６ ８８ １１３  

４９ ８２ ８９ １１３  

５０ ８８ ９０ １１３  

５１ ９４ ９１ １１３  

５２ １００ ９２ １１３  

５３ １１０ ９３ １１３  

５４ １２０ ９４ １１３  

５５ １３０ ９５ １１３  

５６ １４０ ９６ １１３  

５７ １４５ ９７ １１３  

５８ １５０ ９８ １１３  

５９ １５５ ９９ １１３  

６０ １５７ １００ １１３  

６１ １５７ １０１ １１３  

６２ １５７ １０２ １１３  

６３ １５７ １０３ １１３  

６４ １５７ １０４ １１３  

６５ １５７ １０５ １１３  

６６ １５７ １０６ １１３  

６７ １５７ １０７ １１３  

６８ １５７ １０８ １１３  
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６９ １５７ １０９ １１３  

７０ １５７ １１０ １１３  

７１ １５７ １１１ １１３  

７２ １５７ １１２ １１３  

７３ １５７ １１４ １１３  

７４ １５７ １１６   

７５ １５７ １１８   

７６ １５７ １２０   

７７ １５７ １２１   

７８ １５７ １２２   

７９ １５７ １２３   

８０ １５７ １２４   

８１ １５７ １２６   

８２ １５７ １２８   

８３ １５７ １３０   

８４ １５７ １３２   

８５ １５７ １３４   

８６ １５７ １３６   

８７ １５７ １３８   

８８ １５７ １４０   

８９ １５７ １４２   

９０ １５７ １４４   

６９ １５７ １０９ １１３  

７０ １５７ １１０ １１３  

７１ １５７ １１１ １１３  

７２ １５７ １１２ １１３  

７３ １５７ １１４ １１３  

７４ １５７ １１６   

７５ １５７ １１８   

７６ １５７ １２０   

７７ １５７ １２１   

７８ １５７ １２２   

７９ １５７ １２３   

８０ １５７ １２４   

８１ １５７ １２６   

８２ １５７ １２８   

８３ １５７ １３０   

８４ １５７ １３２   

８５ １５７ １３４   

８６ １５７ １３６   

８７ １５７ １３８   

８８ １５７ １４０   

８９ １５７ １４２   

９０ １５７ １４４   
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９１ １５７ １４６   

９２ １５７ １４８   

９３ １５７ １５０   

９４ １５７ １５２   

９５ １５７ １５４   

９６ １５７ １５６   

９７ １５７ １５８   

９８ １５７ １６０   

９９ １５７ １６１   

１００ １５７ １６１   

１０１ １５７ １６１   

１０２ １５７ １６１   

１０３ １５７ １６１   

１０４ １５７ １６１   

１０５ １５７ １６１   

１０６ １５７ １６１   

１０７ １５７ １６１   

１０８ １５７ １６１   

１０９ １５７ １６１   

１１０ １５７ １６１   

１１１ １５７ １６１   

１１２ １５７ １６１   

９１ １５７ １４６   

９２ １５７ １４８   

９３ １５７ １５０   

９４ １５７ １５２   

９５ １５７ １５４   

９６ １５７ １５６   

９７ １５７ １５８   

９８ １５７ １６０   

９９ １５７ １６１   

１００ １５７ １６１   

１０１ １５７ １６１   

１０２ １５７ １６１   

１０３ １５７ １６１   

１０４ １５７ １６１   

１０５ １５７ １６１   

１０６ １５７ １６１   

１０７ １５７ １６１   

１０８ １５７ １６１   

１０９ １５７ １６１   

１１０ １５７ １６１   

１１１ １５７ １６１   

１１２ １５７ １６１   

54



 

１１３ １５７ １６１   

１１４ １５７    

１１５ １５７    

１１６ １５７    

１１７ １５７    

１１８ １５７    

１１９ １５７    

１２０ １５７    

１２１ １５７    

１２２ １５７    

１２３ １５７    

１２４ １５７    

１２５ １５７    

１２６ １５７    

１２７ １５７    

１２８ １５７    

１２９ １５７    

１３０ １５７    

１３１ １５７    

１３２ １５７    

１３３ １５７    

１３４ １５７    

１１３ １５７ １６１   

１１４ １５７    

１１５ １５７    

１１６ １５７    

１１７ １５７    

１１８ １５７    

１１９ １５７    

１２０ １５７    

１２１ １５７    

１２２ １５７    

１２３ １５７    

１２４ １５７    

１２５ １５７    

１２６ １５７    

１２７ １５７    

１２８ １５７    

１２９ １５７    

１３０ １５７    

１３１ １５７    

１３２ １５７    

１３３ １５７    

１３４ １５７    
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１３５ １５７    

１３６ １５７    

１３７ １５７    

１３８ １５７    

１３９ １５７    

１４０ １５７    

１４１ １５７    

１４２ １５７    

１４３ １５７    

１４４ １５７    

１４５ １５７    

１４６ １５７    

１４７ １５７    

１４８ １５７    

１４９ １５７    

１５０ １５７    

１５１ １５７    

１５２ １５７    

１５３ １５７    

１５４ １５７    

１５５ １５７    

１５６ １５７    

１３５ １５７    

１３６ １５７    

１３７ １５７    

１３８ １５７    

１３９ １５７    

１４０ １５７    

１４１ １５７    

１４２ １５７    

１４３ １５７    

１４４ １５７    

１４５ １５７    

１４６ １５７    

１４７ １５７    

１４８ １５７    

１４９ １５７    

１５０ １５７    

１５１ １５７    

１５２ １５７    

１５３ １５７    

１５４ １５７    

１５５ １５７    

１５６ １５７    
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１５７ １５７    

１５８ １５７    

１５９ １５７    

１６０ １５７    

１６１ １５７    

備考 この表の降格後の号給欄の区分については、それぞれその者が

降格した職務の級を示す。 

１５７ １５７    

１５８ １５７    

１５９ １５７    

１６０ １５７    

１６１ １５７    

備考 この表の降格後の号給欄の区分については、それぞれその者が

降格した職務の級を示す。 
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堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成２９年教育委員会規則第３３号）新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正後（案） 

（期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止め） （期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止め） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

（追加） 第８条の２ 条例第２２条第７項及び第２３条第５項において読み替え

て準用する職員給与条例第２３条の３第３項の教育委員会規則で定め

る方法については、堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第９

条の２の規定の例による。 

第９条～第１１条 （略） 第９条～第１１条 （略） 

（勤勉手当の成績率） （勤勉手当の成績率） 

第１８条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員及び特定任期付職員

（堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年条例第

８号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

以下「特定任期付職員」という。）以外の職員の成績率は、次の各号

に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、

教育委員会が定めるものとする。ただし、当該範囲内において成績率

を定めることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いを

することができる。 

第１８条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員及び特定任期付職員

（堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年条例第

８号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

以下「特定任期付職員」という。）以外の職員の成績率は、次の各号

に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、

教育委員会が定めるものとする。ただし、当該範囲内において成績率

を定めることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いを

することができる。 

(1) 勤務成績が優秀な職員 １００分の１０５超１００分の１１０以

下（管理職員（条例第２２条第２項に規定する管理職員をいう。以

下同じ。）にあっては、１００分の１２５超１００分の１３５以下） 

(1) 勤務成績が優秀な職員 １００分の１０７．５超１００分の１１

２．５以下（管理職員（条例第２２条第２項に規定する管理職員を

いう。以下同じ。）にあっては、１００分の１２７．５超１００分
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の１３７．５以下） 

(2) 勤務成績が良好な職員 １００分の１０５（管理職員にあっては、

１００分の１２５） 

(2) 勤務成績が良好な職員 １００分の１０７．５（管理職員にあっ

ては、１００分の１２７．５） 

(3) 勤務成績が良好でない職員 １００分の１０５未満（管理職員に

あっては、１００分の１２５未満） 

(3) 勤務成績が良好でない職員 １００分の１０７．５未満（管理職

員にあっては、１００分の１２７．５未満） 

２ 前項の規定にかかわらず、勤勉手当基準日以前６か月以内の期間に

おいて法第２９条第１項の規定により懲戒処分を受けた職員及び文書

訓告を受けた職員の成績率については、教育委員会が別に定める。 

２ 前項の規定にかかわらず、勤勉手当基準日以前６か月以内の期間に

おいて法第２９条第１項の規定により懲戒処分を受けた職員及び文書

訓告を受けた職員の成績率については、教育委員会が別に定める。 

第１９条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる

職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、教育委

員会が定めるものとする。ただし、当該範囲内において成績率を定め

ることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをするこ

とができる。 

第１９条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる

職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、教育委

員会が定めるものとする。ただし、当該範囲内において成績率を定め

ることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをするこ

とができる。 

(1) 勤務成績が優秀な職員 １００分の５０超１００分の５２．５以

下（管理職員にあっては、１００分の６０超１００分の６５以下） 

(1) 勤務成績が優秀な職員 １００分の５２．５超１００分の５５以

下（管理職員にあっては、１００分の６２．５超１００分の６７．

５以下） 

(2) 勤務成績が良好な職員 １００分の５０（管理職員にあっては、

１００分の６０） 

(2) 勤務成績が良好な職員 １００分の５２．５（管理職員にあって

は、１００分の６２．５） 

(3) 勤務成績が良好でない職員 １００分の５０未満（管理職員にあ

っては、１００分の６０未満） 

(3) 勤務成績が良好でない職員 １００分の５２．５未満（管理職員

にあっては、１００分の６２．５未満） 

２ 特定任期付職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める割合の範囲内において、教育委員会が定めるものと

２ 特定任期付職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める割合の範囲内において、教育委員会が定めるものと
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する。ただし、教育委員会は、次の各号に定める成績率によることが

著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができ

る。 

する。ただし、教育委員会は、次の各号に定める成績率によることが

著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができ

る。 

(1) 勤務成績が優秀な職員 １００分の８７．５超１００分の９２．

５以下 

(1) 勤務成績が優秀な職員 １００分の９０超１００分の９５以下 

(2) 勤務成績が良好な職員 １００分の８７．５ (2) 勤務成績が良好な職員 １００分の９０ 

(3) 勤務成績が良好でない職員 １００分の８７．５未満 (3) 勤務成績が良好でない職員 １００分の９０未満 

３ 前条第２項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員の成績率につい

て準用する。 

３ 前条第２項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員の成績率につい

て準用する。 
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堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成２９年教育委員会規則第３３号）新旧対照表（第３条関係） 

現行 改正後（案） 

（勤勉手当の成績率） （勤勉手当の成績率） 

第１８条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員及び特定任期付職員

（堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年条例第

８号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

以下「特定任期付職員」という。）以外の職員の成績率は、次の各号

に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、

教育委員会が定めるものとする。ただし、当該範囲内において成績率

を定めることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いを

することができる。 

第１８条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員及び特定任期付職員

（堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年条例第

８号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

以下「特定任期付職員」という。）以外の職員の成績率は、次の各号

に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、

教育委員会が定めるものとする。ただし、当該範囲内において成績率

を定めることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いを

することができる。 

(1) 勤務成績が優秀な職員 １００分の１０７．５超１００分の１１

２．５以下（管理職員（条例第２２条第２項に規定する管理職員を

いう。以下同じ。）にあっては、１００分の１２７．５超１００分

の１３７．５以下） 

(1) 勤務成績が優秀な職員 １００分の１０６．２５超１００分の１

１１．２５以下（管理職員（条例第２２条第２項に規定する管理職

員をいう。以下同じ。）にあっては、１００分の１２６．２５超１

００分の１３６．２５以下） 

(2) 勤務成績が良好な職員 １００分の１０７．５（管理職員にあっ

ては、１００分の１２７．５） 

(2) 勤務成績が良好な職員 １００分の１０６．２５（管理職員にあ

っては、１００分の１２６．２５） 

(3) 勤務成績が良好でない職員 １００分の１０７．５未満（管理職

員にあっては、１００分の１２７．５未満） 

(3) 勤務成績が良好でない職員 １００分の１０６．２５未満（管理

職員にあっては、１００分の１２６．２５未満） 

２ 前項の規定にかかわらず、勤勉手当基準日以前６か月以内の期間に

おいて法第２９条第１項の規定により懲戒処分を受けた職員及び文書

２ 前項の規定にかかわらず、勤勉手当基準日以前６か月以内の期間に

おいて法第２９条第１項の規定により懲戒処分を受けた職員及び文書

61



 

訓告を受けた職員の成績率については、教育委員会が別に定める。 訓告を受けた職員の成績率については、教育委員会が別に定める。 

第１９条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる

職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、教育委

員会が定めるものとする。ただし、当該範囲内において成績率を定め

ることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをするこ

とができる。 

第１９条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる

職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、教育委

員会が定めるものとする。ただし、当該範囲内において成績率を定め

ることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをするこ

とができる。 

(1) 勤務成績が優秀な職員 １００分の５２．５超１００分の５５以

下（管理職員にあっては、１００分の６２．５超１００分の６７．

５以下） 

(1) 勤務成績が優秀な職員 １００分の５１．２５超１００分の５３．

７５以下（管理職員にあっては、１００分の６１．２５超１００分

の６６．２５以下） 

(2) 勤務成績が良好な職員 １００分の５２．５（管理職員にあって

は、１００分の６２．５） 

(2) 勤務成績が良好な職員 １００分の５１．２５（管理職員にあっ

ては、１００分の６１．２５） 

(3) 勤務成績が良好でない職員 １００分の５２．５未満（管理職員

にあっては、１００分の６２．５未満） 

(3) 勤務成績が良好でない職員 １００分の５１．２５未満（管理職

員にあっては、１００分の６１．２５未満） 

２ 特定任期付職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める割合の範囲内において、教育委員会が定めるものと

する。ただし、教育委員会は、次の各号に定める成績率によることが

著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができ

る。 

２ 特定任期付職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める割合の範囲内において、教育委員会が定めるものと

する。ただし、教育委員会は、次の各号に定める成績率によることが

著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができ

る。 

(1) 勤務成績が優秀な職員 １００分の９０超１００分の９５以下 (1) 勤務成績が優秀な職員 １００分の８８．７５超１００分の９３．

７５以下 

(2) 勤務成績が良好な職員 １００分の９０ (2) 勤務成績が良好な職員 １００分の８８．７５ 

(3) 勤務成績が良好でない職員 １００分の９０未満 (3) 勤務成績が良好でない職員 １００分の８８．７５未満 
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３ 前条第２項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員の成績率につい

て準用する。 

３ 前条第２項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員の成績率につい

て準用する。 
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